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視 察 日 視 察 先 視  察  目  的 

 ７月２２日 岐阜県美濃加茂市 

下水道事業の取り組みについて 

・公共下水道事業の取り組みについて 

・農業集落排水事業の取り組みについて 

７月２３日 長野県伊那市 

下水道事業の取り組みについて 

・公共下水道事業の取り組みについて 

・浄化槽市町村整備推進事業の取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 



美濃加茂市 

【視察概要】 

美濃加茂市の下水道は、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水及び

合併浄化槽により整備されている。 

 昭和６０年度に美濃加茂市流域関連公共下水道事業基本計画が策定され、昭和６３

年度から事業に着手し、平成６年１０月から流域関連公共下水道、農業集落排水、単

独公共下水道の供用が順次開始された。 

平成２６年度末で普及率は９５．７％、水洗化率は８３．９％となっている。 

 平成２４年度から、すべての下水道事業に地方公営企業法の全部を適用しているが、

移行時には、建設整備はほぼ終了しており、財政状況や管渠・処理場の減価償却分析、

更新計画による将来負担等の把握が困難であった。 

事業運営においては、使用料収入だけでは賄いきれず、一般会計からの多額の繰入

金に頼らなければならない状況にあり、短期間で集中して下水道整備を進めたことも

あり、企業債の借り入れも多額にのぼり、それに伴う元利償還金や一般会計繰入金も

増加した。 

平成２５年度の決算状況においては、収益的収支には純利益が出ているが、資本的

収支は建設改良費が主となっており、赤字決算となっている。 

 企業債は１年間で約８億円となっており、借り入れ方法の見直しによりその償還額

も変わることから、慎重に検討したいとのことであった。 

 また、一般会計への依存度も高く、収支不足額を埋めるために、一般会計から基準

内と基準外合わせて約１１億円の繰り入れをしている。 

下水道事業については、その恩恵を受けていない市民もいるため、基準外繰入金に

ついては、企業努力により最小限に抑える必要があると考えているとのことであった。 

次に、地方公営企業法を適用したことによる効果については、使用料の適正算定が

可能になったほか、適切な経営計画が策定可能となったこと、職員のコスト意識や経

営意識の向上を図ることができたこと、上水道部局と統一ができ、組織が効率化した

こと、住民に対する経理状況や使用料の説明が容易になったことなどが挙げられる。 

一方、美濃加茂市は管渠整備から２０年以上が経過しており、改築・更新時期を迎

えるため、事業費が飛躍的に上昇することが予想され、適切な管理運営を行うために

「事業実施計画及び事務事業計画」に基づき、「下水道収支計画」を作成している。 

今後も使用料収入の伸びは期待できず、厳しい経営状況が続くことから、課題であ

る未納対策や未水洗化促進、効率的な施設更新による維持管理費の削減、さらには複

式簿記の専門知識の習得に努めていくとのことであった。 

 

   美濃加茂市にて 



伊那市 

【視察概要】 

 伊那市の下水道事業については、平成元年から整備をはじめ、農業集落排水事業が

平成２年から、上下水道が平成５年から始まり、また、平成１８年に旧伊那市、旧高

遠町、旧長谷村が合併し、伊那市が誕生している中で、旧高遠町、旧長谷村の地域に

市町村設置型合併浄化槽が点在している。 

平成２６年度末で、普及率は８６．７％、水洗化率は８５．１％である。 

伊那市の特徴的な取り組みとしては、料金等収納業務を平成２３年１０月から業務

委託し、５年契約で上下水道料金センターを市役所の１階に設置していることが挙げ

られる。 

水洗化の促進策として、供用開始後３年以内の接続の方に融資斡旋利子補給を行っ

ており、平成２５年度実績は５７９件であった。また、供用開始後１年以内の接続の

方には５万円を上限として接続サポート補助金を交付している。 

平成１９年度に公営企業会計に移行したことにより、約９億円の赤字となり、その

後も純損失決算となることが見込まれたため、プロジェクトチームを立ち上げ、平成

２１年に「伊那市下水道事業経営健全化計画」を策定し、総事業費や維持管理経費の

削減に努めるとともに、平成２３年に使用料の改定を行った。この計画により、純損

失が年々減尐し、平成２５年には単年度収支が黒字に転換、水洗化率が６６％から８

５％に上昇、企業債残高もピーク時より２２億円減尐するという成果があった。 

 平成２１年度以降は、返済以上には企業債を借りないよう努め、尐しずつ減らして

きたが、一般会計よりも多い企業債残高となっているため、一般会計繰入金について

は、平成１９年度以降はほぼ基準内繰入としている。 

 下水道使用料については、地形的な問題等もあるため長野県内で４番目に高く、平

成２３年度には１４．５％値上げしているが、平成２９年度に再び使用料の改定を行

うことを現在検討しているとのことであった。 

 地方公営企業法を適用したことによるメリットとしては、経営の見通しが明らかに

なったこと、予算執行に弾力性を持たせることができるようになったこと、費用負担

の明確化、職員の意識改革が挙げられた。 

 一方、デメリットとしては、複式簿記等の専門的な知識の習得や毎月の経理状況の

報告のための詳細な資料の作成による事務量の増加、独立採算による繰入金等の査定

の強化などが挙げられた。 

 今後の課題としては、人口減尐や節水意識等により、使用料収入は減尐することが

見込まれることから、その中でいかに持続的な健全経営が行える体制にもっていくか

が重要であり、企業債残高の縮減、水洗化率の向上、施設の統廃合による稼働率の向

上、原価回収率の向上と汚水処理原価の圧縮等の対策が重要であるとのことであった。 

また、市町村設置型合併浄化槽については、建設コストが安く、水洗化したい家の

み整備が可能で、個々での処理になるため大事に使用されるうえ、工事期間が短期間

で受益効果がすぐに現れるなどのメリットがある一方で、宅地が狭いと設置できず、

長期にわたり薬を服用する家庭の場合はバクテリアが死滅し水質浄化できないことや、

維持管理コストが高いことなどのデメリットもあるとのことであった。 



   
伊那市にて    

 

 

【所感】 

今回は、すでに公営企業会計を適用している自治体を視察し、企業会計化すること

で何が明らかになったのかに注目した。 

公営企業会計を導入すれば、当然、独立採算を求められるが、恒久的な財源不足や

施設の維持管理等の今後の運用に係る財政不足は顕著であり、一般会計からの繰り入

れの増加は避けて通れない状況である。 

伊那市のように、事業の見直しで改善できる部分もあるかもしれないが、下水道事

業という大型で重要なインフラ整備において健全経営を行うためには、堅実な整備計

画と経営健全化計画が必要であり、市町村設置型合併浄化槽などその他の整備手法も

合わせて検討するべきではないか。 

この課題については、多くの自治体で同じような問題に直面しており、その解決に

は国の財政支援も必要ではないかと考える。 

本市においても、市民に対して公営企業としての経営状況を明確にし、適正な使用

料及び一般会計からの繰入金のあり方について検討していく必要がある。 

今後、本市においても企業会計化して初めての決算により財政状況等が明確になるで

あろうが、その結果をどのように捉え、健全な経営を行うための手段として、どのよ

うに分析し、どのように活用するかが重要であると考える。 


